
１ 個別サポート加算（Ⅱ）について 

（１）概要 

 事業所が要保護児童または要支援児童（以下「要支援児童等」という。）を受け入れた

場合、家庭との関りや心理的に不安定な児童へのケア、関係機関との連携が必要となる

ことを考慮し、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童対策

地域協議会、医師（以下「連携先機関等」という。）と連携することに対する加算。 

（２）加算の算定単位 

   算定要件を満たした要支援児童等が利用した日ごとに、当該要支援児童等に対して、

所定単位数を算定する。 

（３）加算の算定要件 

  ア 連携先機関等と連携して支援を行うこと 

   ・対象者が要支援児童等であるとの認識や支援の状況等を共有しつつ支援を行う。 

   ・この共有を年に 1回以上行い、その記録を文書にて双方で保管する。 

   ・支援の内容を個別支援計画に記載する。 

   ・連携先機関等と連携した支援の必要性を共有できない場合は対象外。 

  イ 通所給付決定保護者の同意を得ること 

・個別支援計画に記載した支援の内容について、事前に通所給付決定保護者の同意を

得る。 

なお同意を求める項目は以下のとおり。 

・養育環境等も含めた要支援児童等の課題や、課題に対する支援内容 

・事業所と連携関係機関等が、要支援児童等の支援状況等を情報共有すること 

※同意が得られない場合であっても、要保護児童を発見した場合は市町村等への通

報を行う義務がある。 

（４）市町村における報酬の審査等 

   本加算は、保護者の同意を得て算定するものであり、あらかじめ受給者証に印字する

ことはしない。 

（５）加算を算定する期間 

   本加算は、連携先機関等と連携して支援を行う必要性がある間は算定できるものとす

る。なお、個別支援計画の見直しの際は、本支援の必要性も見直し、支援が必要な場合

は、保護者の同意を得るものとする。 
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